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情報通信審議会  情報通信政策部会  

放送コンテンツの製作 ・流通の促進等に関する検討委員会（第1４回） 

ワーキンググループ合同 

議事概要 
 

 

１ 日 時 
 平成３０年5月10日（木）13時0０分 
 

２ 場 所 
 TKPガーデンシティ竹橋 ホール７A  
 

３ 議 事 
(１) 自由討議 

 

４ 出席者（順不同、敬称略） 

【構成員】《委員会》 

村井純主査（慶應義塾大学）、新美育文主査代理（明治大学）、近藤則子（老テク研究会）、

谷川史郎（東京藝術大学）、内山隆（青山学院大学）、大谷和子（日本総合研究所）、河

島伸子（同志社大学） 

《ワーキンググループ》 

龍宝正峰（TBSテレビ）、阿部浩二（日本放送協会）、石澤顕（日本テレビ放送網）、清

水賢治（フジテレビジョン）、土橋聡（テレビ東京ホールディングス）、藤ノ木正哉（テ

レビ朝日）、井上治（電子情報技術産業協会）、木田由紀夫（衛星放送協会）、武田裕之

（日本民間放送連盟）、土屋円（放送サービス高度化推進協会）、林正俊（日本ケーブル

テレビ連盟）、福井省三（IPTVフォーラム）、吉田正樹（日本音楽事業者協会）、高杉健

二（日本レコード協会）、溝谷哲也（日本音楽著作権協会）、椎名和夫（映像コンテンツ

権利処理機構）、畠良（ヤフー）、関和 智弘（ソフトバンク）、角隆一（日本電信電話）、

宮地悟史（KDDI）、岩浪剛太（インフォシティ）、岡村宇之（日本映像事業協会）、笹平

直敬（日本動画協会）、清水哲也（全日本テレビ番組製作社連盟）、木村直之（博報堂Ｄ

Ｙメディアパートナーズ）、石川豊（電通） 

 

参考資料１５－１ 
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《オブザーバ》 

白鳥綱重（文化庁）、山田仁（経済産業省） 

【総務省】鈴木茂樹（総務審議官） 

《情報流通行政局》 

山田真貴子（局長）、奈良俊哉（審議官）、鈴木信也（総務課長）、坂中靖志（放送技術

課長）、三田一博（地上放送課長）、井幡晃三（衛星・地域放送課長） 

【事務局】豊嶋基暢（総務省情報流通行政局情報通信作品振興課長） 

 

５ 配付資料 
資料１４－１ これまでの議論の整理 

参考資料１４－１ 委員会（第１３回）議事概要 

関連資料① ネット配信システムに係る委員会（第９回～第１３回）資料（抜粋）【構成
員限り】 

関連資料② 放送コンテンツ権利処理タスクフォース資料【構成員限り】 

関連資料③ 放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する資料【構成員限り】 

 

 
６ 議事概要 

（１） 自由討議 

○ 資料１４－１「１ モバイル向け同時配信について」から「３ その他 視聴データ利活用につい

て」に基づき事務局より説明がなされた。 

◆ 意見交換 

○ 【内山構成員】ご説明ありがとうございました。私の専門上、やっぱり１０ページ目、１１ページ

目のデータ利活用のところはとても関心があるところで、半分感想めいたところですけれども、こ

このページでやっぱりイメージしてくることは何かというと、例えばテレビの創成期、例えば日本

でしたら昭和３０年代。あるいは外国でしたら１９５０年代。視聴者測定システムというものを業

界挙げてつくり上げたと思うんですよね。いろいろ議論はありますけれど、それに対してある程度、

社会的信頼性があるから、多分その後の７０年間のテレビの安定した構造というのはつくれたんだ

と思います。 

 これがインターネットの時代に入ってきて、ある程度インターネット広告の拡大ということが現

実的に起きていますし、テレビの業界の方々がそこに参入するかしないか、また、経営判断ですけ
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れども、ただ、社会インフラとして考えていったときに、やはりインターネット広告というところ

がある程度信頼性あるものをつくっていかなければいけないということはあろうかと思います。ま

た、そこにテレビの方々のやり方で入るようなしかけというのを考えていくことは、オプションと

しては十分あり得るかなと思っています。 

 一般的な産業構造として、どんどん流通の中抜きというのがいろんなジャンルで起きていて、Ｄ 

ｔｏ Ｃ、ダイレクト・トゥ・コンシューマーという形のこともいろんな分野で言われているところ

です。だから、純粋に広告だけやってというふうにならない時代がもしかしたら来るのかもしれま

せんので、そういった観点でも、もし放送事業者が視聴データを活用して新しいマーケティングモ

デルをつくっていく。あるいはインターネット時代の広告モデルをつくっていくといったときには

多少、個社でばらばらとやるよりは、ある程度、業界挙げて動いて、それこそ昭和３０年代の視聴

率システムのように、社会的な信頼性のあるシステムを構築していくという方向性を模索していく

のはいかがでしょうかということを思っています。 

 現実には、特にネット広告はアドフラウドという問題も非常に顕著になってきていますので、そ

ういった観点でも信頼性のあるインターネット広告、特に既存の放送事業者さんがその高い信頼性

を生かしてつくるようなものというのは有効に作用するのではないかなという感覚を持っておりま

すので、この１０ページ、１１ページにかかわるようなことに関しては、引き続きいろんな検討が

あるといいなと思っております。 

以上です。 

 

○ 資料１４－１ 「４ 同時配信における権利処理について」及び「５ 放送コンテンツの適正な製作

取引の推進」に基づき説明がなされた。 

◆ 意見交換 

○ 【大谷構成員】ありがとうございます。実は前回の会合を欠席したこともありまして、改めて膨大

な資料を拝見して、十分に検討が進んでいなかったと思っていた事項についても、例えば文化庁さ

んのほうで相当な取り組みが進められているということのご報告をいただきまして、心強く感じて

いるところです。 

 例えば関連資料２の６ページのところでご紹介いただきましたように、ＣＤの管理楽曲が新しい

データベースではもう４０万曲も増加したということで、昨年からの実証事業ということですので、

まだ続くとは思いますけれども、このデータベースの整備というのはかなりの労力を要することで

もありますけれども、積極的に取り組んでいただいているのは、今後のコンテンツの流通にとって

もよい動きではないかと思っております。 

 これによってアウトサイダー的なものがどんどん減っていくということにもなると思いますので、
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これが実証事業として何らかの財政支援のある間の取り組みに限らず、将来的にも管理楽曲を集中

管理できるような仕組みを永続的に続けられよう、取り組んでいただくことがぜひとも必要ではな

いかと思っております。どんどん新しい楽曲も生まれてきますので、この文化庁の実証事業などを

契機としまして、データベースというのはおそらくＣＤ、レコード、音源などを必要とする全ての

利用者にとって歓迎すべき取り組みだとは思うのですけれども、放送事業者にとって、放送コンテ

ンツの配信の観点で、放送事業者にも、使い勝手を検証いただき、必要なコメントをフィードバッ

クしていただくことも必要ではないかと思っております。 

 それは放送で利用されたコンテンツについてのクリエーターとかアーティストの実演家にとって

の利用機会が増えていくということにつながっていくと思いますし、これまで管理されていないた

めに、ちょっと使いづらかったものも積極的に放送として取り上げるだけではなく、配信に関して

も躊躇せずに配信していただけるということにもなってくると思います。これは、著作権制度です

とか隣接権制度のそもそもの目的である創作者と利用者の双方にとってバランスのとれた制度とい

うのを考えるよい取り組みだと思います。データベースを使い勝手がよくて、活用されるものにす

るためにぜひ放送事業者の方にもご協力をいただきたいと思っております。 

 ちょっと五月雨的になってしまうのですが、全然違うところで申し上げます。ＮＨＫの試験的提

供の結果についてもあわせてご報告をしていただいたのですが、結果的には配信の許諾を得られな

かったケースについての実態が十分にわからないでいるために、より詳しい情報があるとありがた

いということが前回も多くの方からコメントが寄せられたということだと思いますけれども、私も

全く同感でございます。特に使用料の請求が可能であった場合には配信可能となるのかどうかとい

ったことについても確認していただくような、次回の試験的提供の際にそういった設問などもあら

かじめ決めておいて、ぜひ詳細な結果を皆さんで共有させていただけるように実施をお願いしたい

と思っております。 

 ひとまず以上でございます。  

○ 【阿部構成員】ＮＨＫの阿部でございます。貴重なご意見、各先生からいただきありがとうござい

ます。その１５ページ、スライドの１５に関してでございますが、若干ＮＨＫとしての考え方につ

いてご説明というか、補足させていただければと思っています。 

 これにつきまして、権利処理タスクフォースの場でもお示ししてまいりました考え方でございま

す。ＮＨＫが取り組んでいる、この試験的提供というものは、常時同時配信の実施に向けたさまざ

まな課題について検証するという目的で行っているものでございまして、その検証項目の一つに当

然、権利処理というものもございます。 
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 その権利処理にかかわる課題に関しましては、個別具体的な、詳細を見ていくというよりも、ま

ずは全体としての傾向を正確に把握するということに意義があるというふうに考えまして、試験を

設計いたしました。したがいまして、いわゆるふたかぶせについては、細部にわたって調べるとい

うことは、当初から意図はしておりませんでした。ＮＨＫとしての課題の意識としましては、ふた

かぶせの理由の把握については、今回の調査で目的を達成できたというふうに考えているところで

ございます。 

 なお、この１５のスライドの中で、権利者団体のご意見を聞く限り、なぜ許諾が得られないのか

疑問だというご趣旨のもの、ございますけれども、これにつきましては、権利者の中には、番組出

演者等、権利者団体に属していない方というのもたくさんいらっしゃいます。そうしたことから団

体の理解が得られれば、全ての権利者から許諾が得られるというわけではないということもご理解

いただければありがたいと思います。 

 それから、権利者のそういった方々、お一人一人によりまして、考え方はまちまちでございまし

て、一概に許諾が得られなかった理由についても、一律で語るのはなかなか難しいというふうに考

えておりまして、サービスのあり方、番組の内容等によりまして、都度変わってくるのではないか

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○ 【近藤構成員】今の阿部構成員のご説明ですと、いろいろ事情が違うので難しいというのはよくわ

かるんですが、毎年やってらっしゃる調査に予算というのはあるわけですよね。そうすると、無償

でお願いしないで、無償じゃない条件でやるということというのは想定されるんでしょうか。 

○ 【阿部構成員】今のところ想定しておりません。 

○ 【近藤構成員】でも、お仕事でやっている人たちのお立場からすると、実験であっても、何か対価

を請求するというのは割と当然のことのように思うので、それは再度検討していただくのもいいで

はないかなと思うのですが、もし検討できる余地がありましたらご検討いただいて、有償であれば、

もし協力する可能性がある、そういった分野の人たちがあるのかということも今後は大事な視点に

なってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○ 【阿部構成員】その点に関しては貴重なご意見をいただいたというふうに受けとめさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○ 【河島構成員】前回も権利処理タスクフォース検討結果という、大変内容の濃い資料もいただきま

して、拝見しますと、中にサブワーキンググループなどもあり、かなりの回数にわたって細かい点

まで検証いただいたということ、今日改めてもう一度拝見しまして、感銘を受けました。それで、

今日のところでのやや感想的な意見になってしまうのですけれど、ＮＨＫさんが今おっしゃられた

ように、実証実験についてもどういう方向なのか、位置づけられるということは伺いましたけれど
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も、それが有償なのか、無償なのかという点もまだあれですし、それから、民放各局のビジネスモ

デルというのも今後徐々にお考えになるところだと思いますので、こういう方向で行かなければな

らないというような一義的な決め方というのは少々難しい局面かなと思っています。 

 ただ、一つずつ進めていくために、ぜひ協議の場ですとか、それから、情報共有の仕組みという

ものを、できれば協議会のような形が、あちらにつきましては、何でしたっけ。取引の適正化につ

きましては、私どもが想定していたよりもかなり早い、スムーズに検討する組織が立ち上がりまし

たように、こちらにつきましても、権利処理に関しましても、放送局の皆様と権利団体の方々で、

意見交換の場と、あと、こういうふうに今なっています。なので、こうですというような情報を交

換していくような、そういう場というのをつくっていただくと、将来的にはよいのではないかなと

思います。 

 それから、４つほど、先ほど事務局からこういうやり方があるということで幾つかご紹介があり

ましたが、そのうちの３つ目に拡大集中許諾のお話があったかと思います。それにつきましても、

すぐにどうこうということではないけれどもというご説明がありました。 

 私、この委員会のほかに文化庁の著作権関係の審議会にもこの数年関係している関係から申し上

げますと、私の記憶している範囲では、拡大集中許諾のことにつきましては、もちろん課題ではあ

るので、つまり、作品の活用という点からは各課題ではあるので、そのことについてご紹介があっ

たというふうには記憶しているのですが、どちらかというと、その場の、基本問題法制度小委員会

というところの場では、なかなかそれはすぐには難しいなというような反応だったことをよく覚え

ておりまして、北欧と英国の一部でこういうのがありますというようなご紹介だったと思いまして、

北欧のような小規模の国であればできるかもしれないけど、日本みたいにそこそこの規模のある国

で、つくられるコンテンツも山ほどあるような国で、なかなかそこまで踏み込むのはどうかなみた

いな、そういう空気が流れたということは記憶しておりますし、仮に空気といいますか、仮にそち

らの方向に移ろうということになったとしましても、どこかに文化庁のコメントとしてあったと思

いますけれども、その正当化根拠というのが法的にどういう理由づけでこういうことをやろうかと

いうことを著作権の委員会ではかなり審議しますし、実際にそれが本当に説得力を持つ議論なのか

どうなのか、学術的にどうなのかも含めて、非常に、少なくとも２年や３年はかかる議論ですので、

ここでご紹介いただく分には結構かと思いますけれども、結構ハードルは高いのかなというのが今

日のところの感想です。 

 【谷川構成員】いろんな議論を聞かせていただいて、こんな意見もあるということでちょっとお

話しできればと思うんですけど、ものすごく丁寧にいろんなことを議論していただいて、だんだん

私自身がこの出口、どこなんだろうかというのがわからなくなってしまいまして、２種類の議論を

されていると思うんですよね。この同時配信系の世界で、なおかつ、データ活用のできるものと、
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この権利処理という。 

 多分、権利処理のほうは粛々といろんなルールの整備というのはあるんだろうなと思うんですけ

ど、この同時配信のほうは、何のために同時配信するんだろうかというところが、ずっと聞いてい

るうちに、私自身わからなくなっているところがありまして、素直な感覚からすると、これだけい

ろんな機器が自由に使えるようになったら、テレビって同時配信で見れるんだよねというのが多分

一般的なユーザーというか、普通に考えると、きっとそういうことを考える人が多くて、それに対

して、例えば産業を振興していくにはどうしたらいいだろうかとか、ユーザーを保護するにはどう

したらいいだろうかというようなことを何か議論する枠組みなんだろうなと思って、意識して聞い

ているんですけれども、どちらかというと、まだテクニカルな話にザーッとこの部分は行っている

ような気も、私自身、議論に参加していて、ちょっと戸惑いを今、感じています。 

 それで、実は別のところで、ここを議論していて、私自身がちょっとドキッとしたのは、制度を

しっかり作ろうという中で、例えば日本にも検索エンジンをトライしていたところはあったのです

が、著作権の議論をしている間にストップして、５年ぐらいとまっている間に、誰ももうついてい

けなくなってしまいましたとか、やはりＹｏｕＴｕｂｅのようなサービスをいろいろ考えていたの

ですが、個人情報保護の問題を考えているうちに、おもしろい映像は全部なくなったので、結局、

ユーザーが見に来なくなって、サービスごとなくなってしまいましたというようなことが起こらな

いように、我々どうするのかということを考えないといけないのかなという気がします。 

 その中で、これも乱暴な話になってしまうのですが、この視聴データと呼んでいるものの性質も、

多分今はどの番組を誰が見ているんだというぐらいの枠の中で、ひょっとすると問題を捉えている

かもしれないのですが、どういう顔の表情で番組を見ているのかがもうとれる時代に入っていて、

一体何に反応するのかというようなところまで見えてしまうときの視聴データというのは、我々ど

う対処するべきなんだろうかとか、従来の視聴データと呼んでいるような世界観よりも、もっと深

いところに今、現実が動き始めているような気もしました。 

 そうしたときに、しっかりした枠組みを一生懸命考えていると、世の中の動きについていけなく

なっちゃうところが出たりしないだろうかと。そういうことはどんなふうに考えたらいいんだろう

かみたいなことをもう一回、頭を整理したほうがいいのかなというふうに、一連の流れを聞いてい

て、当事者として参加していながら、ずっと悩みながら聞いていますということで、私自身、答え

がない、非常に乱暴なコメントになっているのですけれども、ご参考までにということで申し上げ

ました。 

○ 【吉田構成員】自由討議ですから、立場を忘れて感想を述べたいと思います。これから権利処理に

関しては、図上演習でやっていくということですよね。今はまだ緒についたばかりだと思いますけ

れども、やはり試験的提供Ｂというのはすごい大事な役割を示すと思います。ですから、割と私ど
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もに最初から許諾が得られなかった理由をもっとクリアに教えていただきたい。そのことによって

私どもの取り組み方が大きく変化すると思います。たとえば先ほどご意見出ましたけど、これはず

っと無償でということでやられていますけど、これ、有償でやるという選択肢もあるじゃないです

かとか、あるいは、現在これはサイトを開くと、「見逃し」と「同時」の画が出てきまして、同時は

自然に始まってしまうのですね。見逃しに来たのか、同時に来たのか、それはちゃんと区別したほ

うが科学的な実証データとれると思うのですが、今のこの試験では必然的にそのサイトに来られた

方は同時を見たということのデータになると。 

 ですから、そういうところも一つ一つ、もう少しこれをベースにしてしっかりとした議論を問題

点が浮き彫りになるような実験をぜひお願いしたいと思うのです。この場で議論するベーシックな

話として重要だと思います。その辺ももう少し突っ込んで、やはりデータを開示していただくなり、

あるいは足りない点をもし次回、実験があるとするならば、ここでの議論を踏まえてやっていただ

くというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

○ 【阿部構成員】貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

○ 【内山構成員】権利処理のほうにかかわらせていただいて、また、実演のサブワーキングもやらせ

ていただいたので、半分、振り返って感想的なところがありまして、ずっとあるように、図上演習

で動いていたんですよね。前提条件は何だったかというと、ＮＨＫさんは基本的にやりたいなと。

同時配信をやりたいなという方向性。民放さんはまだわからないという前提条件で全ての議論を進

めていたということがありました。 

 そのサブワーキングの一番最後のところでも出てきた問題だったのですが、例えば実演のほうの

アウトサイダー問題。例えば過去番組の行方不明者問題といったときに、ＮＨＫさんの試験Ｂを見

る限り、相当ごく少数、あるいはかなり限りなくゼロに近い数字かもしれないから何とかなるだろ

うという考え方もありましたし、でも、厳密にゼロでないことによる、その対処は当然必要だから、

またそこの手間暇、コストみたいなことがかかるよという意見もあって、そこまではさすがに詰め

切れなかったのですね。これは実験、図上演習としての限界だったと思うのです。 

 例えばですが、この先、ＮＨＫさんはやりたいという前提、あるいは民放さんはまだわからない

という、この前提が崩れたときに、また再び状況を確認し合える場というのは想定しておいたほう

がいいのかなというふうには思っています。例えば想像以上にやっぱり民放さんは手間がかかりま

すよという話が出てくるようであれば、また何か考えなければいけないフェーズがあるかもしれま

せんし、いや、予想していたとおり、大した手間じゃなかったということが情報共有できれば、ま

たそれはそれでよいかと思いますので、その情報共有の場というのは将来的にはまた考えなければ

いけないのかなというふうには思っております。 

 あと、これは私は間接的になってしまいますけれども、もう一方の音楽のアウトサイダー問題に
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関しては、基本的にレコ協さんが頑張るというふうにおっしゃっていただいていて、それはとても

評価したいなと思っています。なかなかこういう場面とか、あるいは特に法律家の方々が多い場面

だと、なかなかそれを理解してもらえないのです。やっぱり物事を処理するための時間という問題

があると思うのです。特に放送ですから、非常に限られた時間の中で物事を処理していかなければ

いけないということは多いと思います。そのワークフローの合理化ということに関して言うと、や

っぱり過去、例えば作詞作曲に関しても包括処理してきたという流れもありますので、その包括で

処理できるということと、その時間という観点の合理性というのは強いと思うんですよね。 

 そういう意味で、ネットに関してはまだまだアウトサイダーが多い状況だと思うのですけれども、

それに対してレコ協さんは頑張るとおっしゃっていただいたのは、とても心強い方向性だというふ

うに考えています。 

○ 【大谷構成員】ありがとうございます。今、内山先生が時間的な要素ということをお話になってい

たので、質問をさせていただければと思います。放送番組の配信に当たって、やはり不明権利者の

探索や裁定制度の利用にあたり時間的なタイミングが合わないということも一つ課題として挙げら

れていたとは思います。実務的には、例えばまとめて事前に配信時期が未定の状態でもあらかじめ

申請だけをするというような何か解決方法のようなものというのが議論になっていたのであれば、

少しそのあたりをご紹介いただければと思います。権利者団体のほう、文化庁の方がお詳しいので

あれば、ちょっと一言解説いただけますと助かります。内山先生がおっしゃった時間とは違う意味

での時間なのですが、処理の時間的な問題の解決ということで役に立つヒントがいただけるのでは

ないかなと思いますので、差し支えなければお願いいたします。 

○ 【白鳥室長】文化庁でございますが、裁定制度につきましては全く、いつどのような著作物を使う

かわからないといったものであれば、全く利用状況について予想が立たない状況にありますから、

それについての補償金が幾らだということは出せませんので、その場合は無理なのですが、ただ、

将来的にこの著作物をこういう場面でこれぐらい使いたいといったことが、あらかじめ明確なので

あれば、将来の分も含めてまとめて申請をするということは可能になっておりますので、その場合

には、その時々に毎回申請を行わなければならないというものでは必ずしもないということでござ

います。 

○ 【大谷構成員】はい。どうもご説明ありがとうございました。裁定制度もどんどん進化していると

いうことですので、実務的に可能な仕組みはどんどん利用していくことも考えて、それで足りない

部分が、何があるのかというのを、例えば１年後に考えたときにはまた違うものが出てくるかもし

れませんし、今後とも絶えず検証するようなことができれば、この検討がストップしないというこ

とが何より大事なのではないかと思っております。 

 権利処理の前のところ、トラフィックの需要推計のところについても、かなり詳細な机上検討を
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していただいたということで、非常に興味深い資料をいただいております。この総務省の事務局の

まとめも、やはり机上検討では不十分な点も多いので、実証事業を通じて、そのモデルの精緻化と

データの蓄積が必要だということのご指摘があったところです。需要の推計については、情報の非

対称性があるなと常々感じているところでして、放送事業者は、その配信するコンテンツの特性で

すとか、どの程度視聴者から支持のあるものをどういうタイミングで出すのかといったことについ

ての情報をお持ちですし、通信事業者におきましては、そのトラフィックの管理について技術的な

余力の捻出の仕方とか、いろいろノウハウをお持ちでありますし、そういったそれぞれ持っている

情報というか、専門性を相互に協力し合って、この需要推計をより精度を高めていく努力をする必

要があるのではないかと思っております。行政のほうが実証実験をするということであれば、ぜひ

それぞれの持っている課題、自分にはわからないものの、相手が知っているだろうといったことに

ついて、積極的に持ち寄って、情報の非対称性を乗り越えていくことが望まれていると思っており

ます。 

 この検討会はどうしても制作する側、そして、流通させる側、そして、クリエーターの権利を管

理している側というように、それぞれの利害を代表して集まってきている感じになってはおります

けれども、視聴者にとって、より広く視聴機会を拡大し、世に届けるために、乗り越えなければい

けないポイントが、この需要コントロールということだと思いますので、引き続きそのための行政

への支援を強く求めたいなと思っております。 

 そして、行政の取り組みの視点なのですが、実験のＣには、ローカル局が熱心に手を挙げてくだ

さって、顧客のデータなどの利活用について先鞭的なプレゼンをしてくださったことを興味深く伺

ったわけなのですが、やはりローカル局が参加しやすい仕組みを引き続き設ける必要がありますし、

ローカル局ならではの地域の特性を生かした取り組みといったものに必要な支援が優先的に分配さ

れるような仕組みを考えて、実証実験の募集をかけていただければと思っております。 

 以上です。 

○ 【新美主査代理】今のご意見に触発されたわけではありませんが、その試験的提供Ｂについて、や

っぱりもう一度しっかりと新たなものを考えたほうがいいのではないかということの意見です。と

申しますのは、知的財産権というのは非常に重要視されていると。これは世界的な兆候です。それ

がマーケットに乗るというときに、やっぱり一番のポイントは、対価があるかないかだと。これこ

そが一番のポイントなんですね。ところが、この試験的提供Ｂでは、対価の問題は抜きにして、使

わせてくださいというお願いですから、これは権利の、要するに、マーケットにおける取引がどう

なるかというのは全く視野に入っていない。それで、ふたかぶせがあるから大変だといったって、

何の説得性もないということになります。要するに、マーケットを無視した交渉ですから。 

 ですから、そういうことを考えた上では、現実には対価を払うという前提で使わせてくれますか
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どうかと。それでノーと言ったら、その理由を追求する意味はありません。これはもう個人の自由

ですから。同意をするかどうかは、もう個人の全くの好みです。ネットは嫌だというだけでも拒絶

ができる。それは権利者の権利なわけです。 

 基本的には双方の合意でもって、こういった知的財産権の利用。利用させる、させてもらうとい

うことが成り立つわけですので、その辺で、嫌だということの理由で、金は払わないということが

一番大きなファクターになっているので、それ以外の理由は要らない。現実には。それはマーケッ

トの論理だと思うんです。ですから、それがこの試験的提供Ｂでは見えてこないと。これでふたか

ぶせが多いということが出たとしても、ああ、そうですかと。合意をベースにした原則の例外をつ

くりましょうという議論にはなっていかないんですね。 

 ですから、その意味では、今、内山先生もおっしゃったように、円滑な権利処理。まさにそれを

するためには包括的、要するに、アグリゲートしていくと。これはもうまさに合意のとり方の合理

化なんですね。それはそれでいいとして、それで足らない部分をどうやって例外的な措置をつくる

のか。そのときに例外的な措置をつくるときでも、その必要性はどこにあるのか、根拠は何なのか。

それから、それを認めた場合に不利益をこうむる人の不利益を最小化しなきゃいけない。さらには、

例外をつくるときには限界はどこですかと。そういうことをきちんと議論せざるを得ない、あるい

はしなければいけないと思うのですが、そのデータがこれまでないですし、これをもう少し詰めて

いかないと、権利の処理については十分な方策は出てこないんじゃないかと思うんです。 

 今見えているのは、包括化、アグリゲートしていくと、これは非常に重要な手法だと思いますが、

それをしても、なおかつ、できないときにどうするかという議論には、いま一歩入り込めないとい

う気がいたします。 

 それから、放送事業者の方々は、報酬請求権でどうだという話がありますが、これは現在のよう

な知的財産権が重要だという社会的な認識がある場合に、本当にこれ、憲法違反にならないのかと。

そういう問題すら出てくるというふうに私は、一人の法律家としては考えています。 

 放送というものがそれこそネットに、かつては放送以外にはみんなに情報を伝えるときはありま

せんでした。今そうではなくなってきているときに、放送だからということで言えるかどうかとい

うことですね。ですから、権利が非常に重要視されてきている中で、その処分について権利者の意

思をどこまで制約できるのかということを考えていかないと、制度設計は非常に難しくなるのでは

ないかとそういうふうに私は思っております。 

 ですから、今の出てきた方向の包括化ということは非常に重要な進歩だと思いますので、これを

まずうまく流れるようにしていくというのが大事だと思います。これは私の一法律家、自由討論で

すので、自由に発表させていただきました。 

○ 【近藤構成員】けさのＮＨＫニュースの中に、中国でドキュメンタリー動画を配信している竹内さ
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んという方のニュースをごらんになった方、いるでしょうか。個人の方が１０人ぐらいのプロダク

ションを持って、中国から配信している。多分ＹｏｕＴｕｂｅｒと呼ばれる人たちがこれから、小

学生に将来何になりたいかと聞くと、ＹｏｕＴｕｂｅｒになりたいという方が大変多いそうですか

ら、そのコンテンツをつくる側の人たちのありようというのも、とても小規模なものだったりとか、

小さなものにどんどんなっていくような時代になっている中で、権利処理のシステムというのがも

っと簡素で、かつ、きちんと経済の仕組みとして、お金がちゃんともうかるお仕事なんだというふ

うに若い人たちに思ってもらえないと、そういう業界全体の将来性というのもきっとないのではな

いかなと。若い人たちが、自分が将来こういう仕事についてみたいと思う仕事になってもらえるよ

うなビジネスモデルというのを今考える時なんだろうと思いました。 

 ですから、できるだけ若い人たちだけではなくて、それこそ、今、定年退職後の高齢者の方たち

の第２のお仕事としてもコンテンツ作成というのはすごく欧米では盛んで、アメリカでも、ご夫妻

でどんどん配信してらっしゃって、成功してらっしゃるような事例もたくさんあるようですから、

日本もきっとそういうふうになっていくと思いますので、そんなときに権利処理がもっとシンプル

であってほしいというふうに心から願っています。 

 以上です。 

○ 【内山構成員】何回も済みません。人様の実験にいろいろ注文ばかりつけるような話で恐縮なんで

すけれども、トラフィックの問題で、当然我々が知りたいことはピークなんですよね。そのピーク

が今のインフラでいなせるかどうかというところは当然知りたいわけでして、もし総務省さんがこ

れから本当にその実証実験をやるということであれば、まさしくそのピークを狙うような形で、し

かも、ある程度宣伝もしていただいて、本当にピークを試すといいますか、トーチャーテストみた

いな意識でやっていただけるとよいのかなと思います。 

 というのは、別にこれはＮＨＫさんを非難しているわけではなくて、過去３回のＮＨＫさんの同

時配信も、学生に聞くと知らないんですよね。やっていること自体そのものが。そこからピークを

図るというのはなかなか難しいと思っていますので、せっかく実験をやるんだったら、本当にトー

チャーテスト的にやっていただけるといいのかなというふうに思います。 

○ 【椎名構成員】権利処理の円滑化ということ、我々は権利者団体ですので、権利処理が少しでも早

くできるようにする、集約化も進めるということは権利者団体の仕事ですから、それに関しては、

一生懸命コストもかけてやっていくという部分で申し上げると、実演の権利処理の場合に、権利者

団体側の努力だけでは完結しない部分があるわけです。タスクフォースの検討結果を見ていただく

とわかるのですが、実演の権利処理というのは、実演家リストを添付した上で申請をするという形

をとっています。 

 そこで放送と配信の間がどんどん縮まっていくと、究極は同時配信で、放送と同時に配信するの
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だから、当然ながら放送と同時に権利処理ができなきゃならないという話で、既に見逃しであった

り、あるいは海外番組販売の早期化みたいな文脈の中で、リストが準備できないから、出演時に実

演家から直接許諾をとりましょうというような、ちょっと変則的な運用がされています。そのこと

について我々は、その後きちっと許諾申請が出てきて、やっていけるということを前提に納得はし

ているわけですけれども、権利処理の円滑化といったときに、放送局さんも多少努力していただき

たいなということがあります。実演家リストを出すのに３営業日くださいという話があって、ずっ

とそのような形できていて、だから、許諾を現場でとっちゃえというような話になっているんだけ

ども、コンピューターでいろんなものが管理されている時代に、リストなんてすぐできるはずなん

ですよ。権利者団体も、先ほど褒めていただいた権利情報の集約化とか、一生懸命そうやってデー

タベースの整備をするわけですけど、片方だけ努力してもなかなか円滑化というのはできないわけ

で、そこら辺は放送局さんももうちょっと努力していただいて、円滑化に資する方向での制作環境

の整備みたいなことにも、少しは光を当てていただければなと思います。それだけ。 

○ 【河島構成員】第１部というときにご紹介あった、その他の視聴データ利活用についてのところで、

特につけ足しは何もないんですけれども、まさにここに書いてあるとおりだと最初からすごく個人

的に強く信じておりまして、民放放送局の今後にとって、こういう視聴データをより正確に捉えて、

視聴者のオンライン上で、あるいはオフラインも含めての行動をトラッキングしていって、マーケ

ティングのターゲットとするということはもう本当に、今後、商売の根幹にあってもいいのではな

いかというふうに個人的には思っています。余計な話かもしれませんけれども、ぜひここのところ

を考えていただきたいと思います。 

 視聴者のプライバシーの保護というのはまたちょっと別の問題としてあるかとは存じますけれど

も、もう後戻りできないような状況ではないかと思います。 

 以上です。 

○ 【村井主査】ありがとうございます。 

 そのほかのご意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしますと、大変貴重なご意見、自由討論ということで、少し踏み込んだご意見も含めていた

だいたかと思いますので、今日のところはこの辺で閉めさせていただきますけれども、引き続きい

ろいろなご意見はまた事務局にお寄せいただければと思います。 

 私からも幾つか出た議論に関しての述べさせていただきたいと思うのですが、最初の同時配信に

トラフィックのピークがわからなきゃいけないとかそういうことだと思うんですね。それで、おっ

しゃるとおりなんですけど、今までのずっとインターネットの歴史を見ていくと、やっぱりいろん

なビジネスがというか、アプリケーションですかね。サービスが変わるごとに、非常にドラスティ

ックに変わっていきます。前回も申し上げましたけれども、インターネット全体のトラフィックの
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中でビデオストリームのトラフィックがどのぐらいのレッシーを持っているかというのは、通信機

器メーカーのシスコですけれども、シスコのプロジェクションというのは非常にいろいろな未来予

測を大分しまして、特に映像データの割合というのはずっと追っかけてきたのです。 

 これはそういう製品をつくらなきゃいけないという必然性があるのですが、それほど外れてない

という、大きなマクロの流れですが、我が国にとってみると、この同時再送信のようなものがある

規模を持っていくと、やっぱり２つのことが大事なことになってまいりまして、それはトラフィッ

ク全体のレシオというのと、それから、これは局所性ですね。地方の放送事業者が県で分かれてい

ますので、ここのところの動きというのは、インターネットは大体フラットなんですよね。それで

全国。それで、それが県ごとのビヘービアが変化をしてくるだろうというようなところが特徴にな

ってくると思うのです。 

 このあたりが、つまり、追求しなきゃいけない。つまり、今までの知見に加えて追求しなきゃな

らないところではないかと思いますので、この辺が同時にやらなきゃいけない。この背景には、さ

っきの谷川さんの話のようなことがあると思いますけれども、つまり、これは一体全体何のために、

これ、やっているの？ みたいな話があるんだけど、一つは、私は地方が、どういうふうな国にな

っていくの？ というのは、これは今、ナショナルミッションですかね。このこととどういうふう

にかかわるのかということが重要だと思います。これ、県ごとに動いているというのは大変そうい

った議論の中にはまりやすい議論でしょうと。それで、その中でこの放送事業者がどういうふうに

するかということは、広告ビジネスがマーケットとしてどうやってインパクトを持つかということ

に大変大きくなると思うのです。 

 それで、それが視聴データのことだと思う。視聴データに関して、私、２つ思っていることがあ

って、一つは、私が別の内閣のほうでやっているオープンデータの関係ですね。これも県ごとに、

国の省庁というのは大体できたんです。県ごとにきちんとオープンデータを整備してねというのを

大分かけてて、ついに全部の都道府県がオンになったんですよね。というわけで、ここのところが

大変重要な状況に、背景にあるので、そうすると、県ごとに、例えばマーケットのデータとか、広

告主が県をベースにビジネスをやっているとすると、その視聴データとその関係、マーケットの関

係というか、地域の関係ですよね。これを結びつける準備が整ったみたいなことだと思うんですね。

そうすると、このことがやっぱり、先ほど申し上げたようなところの放送の特徴である地域や地域

経済とか、そういうところとのマッチングというのが大分強くなるようになったという、このオー

プンデータとの連携みたいなのも大変重要なことではないかと思っています。 

 それからもう一個は、さっきご指摘があった、これはビジネスなんだから有効に利用しなきゃだ

めだよとおっしゃったご意見出ましたけれども、私はこれの整備みたいなものが、ここの議論では

大変重要になるとは思うんですが、うかうかしていると、誰かにとっていかれますね、これ。この
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データは。つまり、視聴のデータというのはいろんな形で実はとり得るんですよ。それで、これを

きちんと使えて、それから、信頼性のあるデータにしていくということは、多分当事者がやられた

ほうがいいと思いますね。 

 それで、そうでない方法で、この視聴のデータを記録して、利用していくということは、ほかの

人ができないわけじゃないと思うんですよ。幾つかの方法で。したがって、さっき、どんな顔の表

情で見ているかをわかるなんていう。つまり、そこまでできる時代にあるとき来たら、誰が何を見

ているのかなんて誰かがわかって、それを利用したマーケティングというのはほかの人がやてしま

うかもしれない。 

 ほかの人がやっても、さっきの経済の論理からいけばいいのだと思うけど、ただし、その質の高

い視聴データをどういうふうに利用するのかということは、これはかなりクオリティ、今、問題に

なっているのは、マーケティングデータというのをフェイクデータで攻撃するというようなことが

起こっているんですね。こういうことを防いでいくという仕組みというのは、できるだけ当事者が

かかわって、きちんとした質を保証するという体制をつくるということが多分重要だと思うので、

データ利活用というのは、この当事者、つまり、今、ステークホルダーがここに集まっていただい

ている方たちの中で、きちんと考えるという価値があるのではないかと思っています。 

 それから、権利処理関係はもうたくさんのご意見いただきましたので、基本的には同時配信とい

うのはそういうインパクトを持っているわけですから、そのことに準じた権利処理の体制ができ、

この答申はもうすぐ夏までに１回出すわけですけれども、その後に、今日も何人かのご指摘、委員

の方からご指摘ありましたけれども、どういう体制で、サステーナブルな連続した体制やそういう

ことを変化してくれば議論する。こういうことを、あるいは何かが起こればチェックする。それで、

何か約束ごとがあるのなら、それが守られているかどうかを調べていく。こういうような体制を、

やっぱり持続的な体制をつくるということは、この委員会のミッションは夏までですけれども、そ

の中で、重要性をきちんと伝えるというのは大事ではないかなと。今日お話を伺っていて思いまし

た。 

 さっき河島先生からも大分時間かかるのではないかとのお話がありましたが、時間はかかるかも

しれないけれど、一方では、このインパクトやマーケットに対する重要性ということを考えると、

やっぱりスタートをしなければいけない。スタートをしていくということは、冒頭申し上げました

ように、過去のインターネットトラフィックとかそういうことから言うと、はっきり言って、予想

はある程度できるけど、何が起こるかわからないみたいなことが、どんどん技術は発展するので、

起こってくるのです。 

 そういう意味では、先ほどの実験が、内山先生の学生が知らないんだよねと言ったけど、それは

そうですね。知らないように実験しているのだから、そうですよ。それで、ステルスみたいなね。
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だけど、これは本当にピークが来たら、ぶっ潰れちゃうかもしれないから、とりあえず何が起こる

か見てみようというのが今までの実験だったと思うのですね。 

 それで、おっしゃるように、やっぱりこれはもう少し実実験というか、かなり実業に近い、多少

のリスク、ピークを打つということはパンクのリスクがあるのです。したがって、それはかなり見

たくないというのは思いながらやるのだけど、でも、もうどこかの時点では、そのピークをやらな

きゃいけないのですよ。いろいろなメッセージのパンクというのは、例えば大みそかのカウントダ

ウンのときにどれだけのトラフィックがさばけるかというサービスをいつももう死ぬ思いでやって

いるオペレーター、いっぱいいるのですが、そういうのに近い実験か、あるいは実務か、実オペレ

ーションか。そういうことをそろそろやっておかないと、オリ・パラみたいなことを少し想定した

とすると、かなり急ピッチに始めなきゃいけないのです。 

 というわけで、そのようなタイムラインも少し考えながら、いろいろな皆さんのご意見を集約し

て、体制を整えて進めるのが必要ではないかと私も思いました。 

 というところで、それでは、もし最後に、今日これ、言っておかないと気分悪いという方はぜひ

言っていただくチャンスをつくりたいと思いますけど、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（２） 閉会 

【村井主査】それでは、今ご説明があったようにかなり詰まった話になるかと思いますけれども、

ぜひ構成員の皆様にはご協力をいただいて、先ほどの、今のところ５月１５日を区切りとしたいと

は事務局からお話ありましたけれども、皆様のご意見もいただければということを私のほうからも

お願いしたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、１４回の委員会を終了させていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 それでは、本日はお忙しい中、活発な参加をどうもありがとうございました。

これで本日の会議を終了したいと思います。 
 

以上 


